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 2013年 11月 13日 

シンプロメンテ株式会社 

代表取締役社長 内藤 秀治郎 

問合せ先： 取締役管理本部長 大崎 秀文 (03)5767－1616 

http://www.shin-pro.com/ 

 

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 

 

Ⅰ．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 

１．基本的な考え方 

当社は、「新しい・芯となる・進化する・賑わい・心温まる・親切な・真ある・信頼

ある」の８つのshinを基本理念に掲げ、企業の継続的な発展と株主価値向上のため、コ

ーポレート・ガバナンスに関する体制の強化と経営理念の推進を経営の最重要課題とし

ております。 

そのため、社外取締役を１名設置し、社外からの客観的な視点、意見を積極的に受け

入れ、経営に対する相互牽制機能を高めております。また、監査役３名のうち、２名は

社外監査役であり、社外取締役と合わせてコーポレート・ガバナンス機能を担保してお

ります。更に顧問弁護士に対してガバナンス、コンプライアンス、法務上の助言を適宜、

求めることができる体制を敷いております。 

今後につきましては、ディスクロージャーの透明性確保と向上のため一層の説明責任

を果たしていくとともに、更なる経営チェック機能の充実・強化を図ってまいります。 

 

 

２．資本構成 

外国人株式保有比率 10％未満 

  

【大株主の状況】 

氏名又は名称 所有株式数(株) 割合(％) 

内藤 秀雄 525,600 37.37 

内藤 秀治郎 218,600 15.54 

株式会社 ShuManagement 200,000 14.22 

合田 利恵 98,000 6.97 

内藤 剛 90,000 6.40 

みずほ証券株式会社 57,000 4.05 

ジャフコＶ２共有投資事業有限責任組合 50,000 3.56 
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信金キャピタル二号投資事業有限責任組合 33,000 2.35 

三菱ＵＦＪキャピタル２号投資事業有限責任組

合 

33,000 2.35 

西坂 智佳 24,000 1.71 

内藤 千佳子 24,000 1.71 

 

支配株主名 内藤 秀雄、内藤 秀治郎 

 

親会社名 なし 

親会社の上場取引所 － 

 

補足説明 

－ 

 

３．企業属性 

上場予定市場区分 マザーズ 

決算期 2 月 

業種 サービス業 

直前事業年度末における(連結)従業員数 100 人未満 

直前事業年度における(連結)売上高 100 億円未満 

直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 

 

４．支配株主との取引を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 

当社は、創業者であり代表取締役会長の内藤秀雄と代表取締役社長の内藤秀治郎が支配株主に該当い

たしますが、少数株主の保護のため、以下の施策を実施しています。 

当社と支配株主との間では、原則、取引は行いませんが、止むを得ない場合は、一般の取引状況と同

様の適切な条件による取引を基本とし、取引内容及び条件の妥当性について、少数株主の利益を害する

ことのないよう検討の上、適正な職務権限のもと対応することを基本方針としております。 

 

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 

－ 

 

 

Ⅱ．経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

１．機関構成・組織運営等に係る事項 
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組織形態 監査役会設置会社 

 

【取締役関係】  

定款上の取締役の員数 8 名 

定款上の取締役の任期 2 年 

取締役会の議長 社長 

取締役の人数 5 名 

社外取締役の選任状況 選任している 

社外取締役の人数 1 名 

社外取締役のうち独立役員に指定されている人

数 

－ 

  

【監査役関係】  

監査役会設置の有無 設置している 

定款上の監査役の員数 3 名 

監査役の人数 3 名 

 

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 

（内部監査） 

代表取締役社長直属の内部監査室に内部監査担当者を１名配置し、社内の業務監査を行

い、改善提案を行うとともに、監査結果及び改善点について代表取締役社長に報告しており

ます。 

当該監査に基づき、代表取締役社長から改善等の指示があった場合には、内部監査担当者

は速やかに被監査部門の責任者にその旨を文書で通知し、改善状況に関する報告を受けた

後、代表取締役社長に報告書を提出しております。 

（監査役監査・会計監査） 

各監査役は、監査役会の定めた監査計画、監査方針に従い、会社の組織体制、管理体制、会

社諸規程の整備・運用状況等の監査を通じ、取締役の業務執行に関する適正性監査、内部統

制システムの状況の監査及び検証を行っております。監査役は、定例の監査役会において、

相互に職務の状況について報告を行うことにより、監査業務の認識を共有しております。ま

た、監査役は会計監査人からの監査実施状況の報告や情報交換を行うことで、情報共有並び

に監査の質・効率等の向上を図るよう努めております。 

  

 

社外監査役の選任状況 選任している 

社外監査役の人数 2 名 
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社外監査役のうち独立役員に指定されている人

数 

1 名 

  

会社との関係(１) 

氏名 属性 会社との関係(※１) 

a b c d e f g h i 

田村 稔郎 公認会計士    ○      

山縣 有徳 会社役員    ○      

 ※１ 会社との関係についての選択項目 

 a.親会社の出身である 

 b.他の関係会社出身である  

 c.当該会社の大株主である 

 d.他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している 

 e.他の会社の業務執行取締役、執行役等である 

 f.当該会社又は当該会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役等の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ず

る者である 

 g.当該会社の親会社又は当該親会社の子会社から役員としての報酬等その他の財産上の利益を受けている 

 h.本人と当該会社との間で責任限定契約を締結している 

 i.その他 

 

会社との関係(２) 

氏名 独立 

役員 

適合項目に関する補足説明 当社社外監査役に選任し

ている理由 

田村 稔郎 ○ 1．会社法第 2 条十六号に該当し

ます。 

２．東京証券取引所の有価証券上

場規程第 436 条の２に規定する

独立役員であります。 

監査法人においての代表

社員としての経験を生か

し、当社のコンプライアン

スの強化を図るためであ

ります。 

山縣 有徳  会社法第 2 条十六号に該当しま

す。 

他社における役員経験を

生かし、当社のコンプライ

アンスの強化を図るため

であります。 

 

【独立役員関係】 

独立役員の人数 1 名 

その他独立役員に関する事項 
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－ 

 

【インセンティブ関係】 

取締役へのインセンティブ付与に関する施策の

実施状況 

ストックオプション制度の導入 

該当項目に関する補足説明 

－ 

 

ストックオプションの付与対象者 社内取締役,社外取締役, 社内監査役,社外監査役,従

業員 

該当項目に関する補足説明 

－ 

 

【取締役報酬関係】 

開示状況 個別報酬の開示はしていない 

該当項目に関する補足説明 

報酬の総額が１億円以上に該当する役員が存在しないため、個別の報酬等については記載

しておりません。 

 

報酬額又はその算定方法の決定方針の有無 あり 

報酬額又はその算定方法の決定方針の開示内容 

役員の報酬等につきましては、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、各取締役の業

績貢献度を勘案して決定しております。 

 

【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】 

当社は、社外取締役１名及び社外監査役２名を選任しております。社外取締役は、社内取

締役に対する監督、自己の見識に基づく経営への助言を通じ、取締役会の透明性を担ってお

り、また、社外監査役は、リスクマネジメントの監査、経営に対する監視及び監督機能を担

っております。 

 

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の

概要) 

（取締役会） 

当社では、経営の意思決定及び取締役の職務執行状況の監督・管理を行うために原則とし

て月１回の定例取締役会を開催しております。また、必要に応じて臨時取締役会を随時開催
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しております。当社の取締役会は、取締役５名（うち１名は社外取締役）で構成されており

ます。また、監査役３名も出席し、取締役の職務執行を監督しております。 

（監査役会） 

当社においては、監査役設置会社の形態を採用し、監査役３名による監査役協議会を設置

し運営してまいりましたが、平成25年９月５日に開催した臨時株主総会において、常勤監査

役１名及び社外監査役２名を選任し、３名体制により構成される監査役会を設置しておりま

す。監査役会は従来の監査役協議会同様、原則毎月１回、また、必要に応じて臨時監査役会

を開催することとしております。また監査役は、取締役会に出席し、取締役の職務執行を監

査するとともに、必要に応じて意見を述べております。 

（経営会議） 

経営会議は、取締役４名（社外取締役を除く）と常勤監査役で構成され、原則毎週開催し

ております。経営会議では、経営の全般的執行に関して必要とされる事項について審議を行

っており、各部門から代表取締役が報告を受けると同時に、経営の全般的執行に関して各部

門に適切な監督、指示を行い、迅速な経営判断体制を構築しております。また、内容に応じ

てマネジャー等を参画させております。 

（コンプライアンス委員会、リスク管理委員会） 

当社は、法令遵守や事業上のリスクを把握するために、代表取締役社長を議長として、定

例委員会を原則として３ヶ月に１回開催しております。法令上の問題やリスクについて検討

を行い、適切な経営判断を行える体制を確保しております。 

 

 

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 

当社の会社規模の現状を基に、現在のコーポレート・ガバナンス体制を選択しております。

具体的には社外取締役を１名設置し、社外からの客観的な視点、意見を積極的に受け入れ、

経営に対する相互牽制機能を高めており、また、監査役３名のうち、２名は社外監査役であ

り、社外取締役と合わせてコーポレート・ガバナンス機能を担保しております。更に顧問弁

護士に対してガバナンス、コンプライアンス、法務上の助言を適宜、求めることができる体

制を敷いております。今後につきましては、ディスクロージャーの透明性確保と向上のため

一層の説明責任を果たしていくとともに、更なる経営チェック機能の充実・強化を図ってま

いります。 
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Ⅲ．株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み 

 補足説明 

株主総会招集通知

の早期発送 

可能な限り法定期日より早期の発送に努めます。 

集中日を回避した

株主総会の設定 

より多くの株主様にご参加いただけるよう、集中日を避けた開催日となるよう留

意いたします。 

電磁的方法による

議決権の行使 

今後検討すべき課題と認識しております。 

議決権電子行使プ

ラットフォームへ

の参加その他機関

投資家の議決権行

使環境向上に向け

た取組み 

今後検討すべき課題と認識しております。 

 

２．IRに関する活動状況 

 
補足説明 

代表者自身による

説明の有無 

ディスクロージャ

ー ポ リ シ ー の 作

成・公表 

ホームページ上にディスクロージャーポリシーを掲載する

方針です。 

 

個人投資家向けに

定期的説明会を開

催 

積極的に開催していくことを検討しております。 あり 

アナリスト・機関投

資家向けに定期的

説明会を実施 

年２回以上の開催を予定しております。 あり 

IR 資料をホームペ

ージ掲載 

決算短信、適時開示資料、各種説明会資料、有価証券報告書

及び四半期報告書を当社ホームページの IRサイトに掲載す

る予定です。 

 

IR に関する部署(担

当者)の設置 

管理本部が担当しております。 
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３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 

 補足説明 

社内規程等により

ステークホルダー

の立場の尊重につ

いて規定 

 当社は、会社法、金融商品取引法に定められた事項の情報開示（法定開示項目）

は勿論のこと、証券取引所が定める「有価証券上場規程」、「有価証券上場規程施

行規則」に基づく情報開示が上場会社として当然の責務であると考えておりま

す。 

ステークホルダー

に対する情報提供

に係る方針等の策

定 

当社は、当社の全てのステークホルダーから適正な理解・評価を得ることを目

的に、企業活動に関する重要な会社情報の適時・適切な開示に取り組んでいく方

針です。 

 

 

Ⅳ．内部統制システム等に関する事項 

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 

 当社は、健全で透明性が高く、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる公正で効果的な経営シス

テムの確立を重要な経営課題と考え、以下のとおり、内部統制体制を整備しております。 

 

１．取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制  

1)当社は、経営理念の具体的実現のためには、法令の遵守を行うことがその前提であると考えてお

り、様々な機会を通じて、法令等の遵守を役職員個々に周知徹底しております。 

2)当社は、経営理念の具体的な実践を果たすため、各役職員の行動指針となる「行動規範」を制定

し、各役職員に当該規範の徹底的な遵守を求める。なお、同規範の第１条で、法令遵守の徹底を

求めることを規定し、当社の断固とした姿勢を伝えております。 

3)コンプライアンス規程により、当社の具体的な取り組みを明らかにしております。 

4)コンプライアンス委員会の開催（四半期毎）により、組織的な法令遵守体制を確立しております。 

5)当社は役職員個々が自身の法令遵守の徹底もしくは部下の監督を行うとともに、法令違反となる

行為及び疑義のある行為に対しては対策を講じることとしております。特に影響が大きいと判断

される時は、取締役会は、全社的に問題を解決するための行動をするものといたします。 

6)当社は、内部通報制度を定め、役職員がコンプライアンス違反または違反の疑いが強い行為を発

見した場合、当該制度に基づき対処することにしており、経営の透明化を図ることに努めます。 

7)監査役は、取締役による法令もしくは定款に違反する行為を発見したとき、またはそのおそれが

あると認めたときは取締役会に報告する等、適切な措置を講じます。  

8)当社は、反社会的勢力対応要領を定め、反社会的勢力への対応方針を明確にし、反社会的勢力と

の関係を断絶する業務運営を行います。  

 

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制  
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当社は、取締役会議事録のほか、取締役の職務執行にかかる文書を、文書管理規程に基づき保管

し管理しております。  

 

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制  

1)当社の損失発生の危険の管理に対する基本的な考え方はボトムアップ型アプローチであり、第一

義的に、実際の業務執行部門別に、損失発生の起因となるリスクの種類を精査し、各部門がリス

ク管理を実行することにしております。全社的な影響が大きく各部門が対応することが困難なリ

スク及び全社的に重要な影響を与えると判断されたリスクについては、取締役会でその対応を適

宜、検討いたします。  

2)前号の対応を組織的に明確にするために、リスク管理規程を定め、網羅的なリスク管理を実践す

ることとしております。 

3)リスクを統合的に管掌する部門は管理本部とし、全社的なリスクコントロールを行うものといた

します。 

4)リスク管理委員会を設置し、四半期ごとに、全社的観点より、リスクの棚卸しを実践し、継続的

かつ安定的な経営を目指します。 

 

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制  

1)当社は、定期的に取締役会を開催するとともに、常勤取締役、常勤監査役及び必要に応じて参加

する役職者をメンバーとする経営会議にて重要事項の協議を行います。  

2)当社は、取締役会もしくは経営会議で決定した事項を毎日実施する朝礼で各従業員に速やかに伝 

達し、また、会社全体の方針等については全体会議にて伝達することでコミュニケーションの適

正化を図ることとしております。これにより各従業員が自身の行動を効果的に統制することが可

能となっております。 

3)取締役会は、全社的な目標として策定する経営計画及び予算等について決議するとともに、その

予算達成状況について報告を受けます。 

4)取締役は、職務権限規程に定めた職務権限表等に基づき、適切に職務を執行します。  

 

５．当社における業務の適正を確保するための体制 

1)当社は、全体会議等で繰り返し経営理念を役職員に周知徹底し、各部門及び各役職員の業務運営

状況を把握いたします。  

2)当社は、部門内及び部門間で、フォーマルもしくはインフォーマル問わず、定期的にもしくは必

要に応じ会議を開催し、情報の共有化を通じて管理及び連携を強化いたします。  

3)当社は、当社の財務報告にかかる内部統制体制を整備し、財務報告の適正性・信頼性を確保いた

します。  

4)当社は、業務の適正を確保するために、計画的に内部監査を実施いたします。 
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６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項 

各監査役に求められた場合、管理本部に監査役の職務を補助する使用人を置くものとします。 

 

７．前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項  

1)前号の使用人は当該業務に従事する場合、同監査役の指示に従い、その職務を行うものとし、当

該業務を遂行するために、他の命令系統の指示は仰ぎません。 

2)会社として人事考課を行う際に、当該業務の評価を行うのは監査役であり、同評価は直接、経営

者に伝達されるものとします。 

 

８．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制  

1)取締役及び使用人（以下、「取締役等」という。）は、監査役からの求めに応じて、取締役会その

他監査役の出席する会議において、随時その職務の執行状況の報告を行うものとします。 

2)取締役等は、当社に著しい損害を及ぼす事実等、当社に重大な影響を及ぼす事項について、速や

かに監査役に報告を行います。  

3)監査役は、業務執行にかかる重要な書類を適宜閲覧するほか、必要に応じて取締役等に対して説

明を求めることができます。  

 

９．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制  

1)監査役は、「監査役監査規程」に基づいた監査を行うとともに、取締役会その他重要な会議への出

席、及び内部監査部門・監査法人等との連係を通じ、監査を実効的に行います。  

2)監査役は、独自に意思形成を行うため、監査の実施にあたり必要と認めるときは、自らの判断で、

弁護士及び公認会計士等その他の外部専門家の活用を検討いたします。 

 

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 

当社は、反社会的勢力に対し、「反社会的勢力対応要領」において、反社会的勢力に利益を供与する

ことは勿論のこと、いかなる形であっても反社会的勢力に関与することは絶対に行わない、と基本方針

を定めております。整備状況については、新規取引先との取引開始時には、日経テレコン 21 による記

事検索をはじめ、必要に応じて取引金融機関・取引先等からの風評等の信用調査情報を収集したうえで

取引を実行するなど管理体制を確立しております。また、公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連

合会に加盟し、情報収集はもちろん、万が一に備えて所轄警察署の相談窓口との関係強化や顧問弁護士

のシミュレーションを通じた緊急体制の構築を実施しております。 
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Ⅴ．その他 

１．買収防衛策導入の有無 

買収防衛策導入 なし 

該当項目に関する補足説明 

－ 

 

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 

－ 

 

【模式図(参考資料)】 

※記載要領をご参照のうえ、模式図を貼り付けてください。またこの記載については提出時に削除して

ください。 
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【適時開示体制の概要（模式図）】 

※適時開示体制の概要について模式図を作成している場合は、適時開示体制の概要の模式図を貼り付け

てください。またこの記載については提出時に削除してください。 

 

 

＜当社に係る決定事実・決算に関する情報等＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜当社に係る発生事実に関する情報＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

管理本部総務部 

取締役会決議予定

案件の取りまとめ 

取締役管理本部長 

＜有価証券上場規

程による開示有無

の確認＞ 

 

執行責任者 

(代表取締役社長) 
取締役会 

監査役 

開示有無に 

係る意見陳述 

情報開示 

開示有無の 

確認経過 

及び結果報告 

議案上程 

＜緊急事態等の発生＞ 

情報連絡担当者 

執行責任者 

(代表取締役社長) 

情報開示 

監査役 

開示有無に 

係る意見陳述 

監査役 

報告 

報告 

開示有無の確認 

経過及び結果報告 

情報取扱責任者 

（取締役管理本部長） 

＜有価証券上場規程に

よる開示有無の確認＞ 


